
 

  

令和８年度常陸太田市奨学生選考審査要領 

 

 常陸太田市奨学生の選考については、条例及び規則に定めがあるもののほか、この要領に

よるものとする。 

 

１ 選考方針 

 教育の機会均等の趣旨に従って、学資の支弁が困難な者で、人物、学業が優秀、かつ、健

康である者を選考する。 

 

２ 出願資格 

 常陸太田市に３年以上居住する者の子又はこれに準ずる者で、高等学校、高等専門学校、

専修学校の高等課程、大学、短期大学、専修学校の専門課程に在学する生徒及び学生のうち

優秀な資質を有しながら経済的理由により修学が困難な者。 

 

３ 人物・学業・健康及び家計の基準 

（１）人物 

   学習活動、その他生活の全般を通じて態度、行動が生徒及び学生にふさわしく、将来

良識ある社会人として活動できる見込みがある者であること。 

① 「態度、行動が生徒及び学生にふさわしく」とは、校内・外を通じ規律を重んじ、向学

心に富み、意志が固く、かつ、道徳的悪傾向（虚偽・利己・放逸・怠惰・無責任等）が

ないと認められることを意味する。 

② 「良識ある社会人」とは、一般的な意味のほかに、奨学金返還についても十分な責任感

があると認められる者を意味する。 

③人物については、総合的に判断し、判定は次の３段階とし、Ｃの者は選考できない。 

  Ａ 特に人物が優れ、奨学生として適格である者。 

  Ｂ 人物の基準に合致し、奨学生として適格である者。 

  Ｃ 奨学生として不適格である者。 

 

（２）学業 

   出願する直近２年間の成績証明により、全履修教科について平均した値が、高等学校、

高等専門学校及び専修学校の高等課程にあっては原則として３．０（少数第３位以下切

り捨て）以上、（高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程１学年の場合は中学校

２学年及び３学年の成績を用い原則として３．５（小数第３位以下切り捨て）以上とす

る。）大学、短期大学及び専修学校の専門課程にあっては原則として３．０（少数第３位

以下切り捨て）以上とする。（表１） 

   履修教科の評定は、高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程にあっては５・

４・３・２・１の５段階法、大学、短期大学及び専修学校の専門課程にあっては優（Ａ）・

良（Ｂ）・可（Ｃ）の３段階法とし、それぞれ表２のように４・３・２に換算する。他の

方法の場合の場合も３段階法に換算する。 



 

表１ 

在学年 評定平均基準 

高等学校 

１学年 
３．５以上 

中学校２学年及び３学年の成績による 

２～３

学年 

３．０以上 

高等学校２学年→高等学校１学年の成績による 

高等学校３学年→高等学校１学年及び２学年の成績による 

大 学 

１学年 
３．０以上 

高等学校２学年及び３学年の成績による 

２～４ 

学年 

３．０以上 

大学２学年→大学１学年の成績による 

大学３学年以上→前２カ年の成績による 

※高等学校：高等専門学校及び専修学校の高等課程を含む 

※大学：短期大学及び専修学校の専門課程を含む 

※評定平均は小数第３位以下切り捨てとする 

表２ 

優良可の場合 ＡＢＣの場合 得点の場合 換算 

優 Ａ ８０～１００点 ４ 

良 Ｂ ６０～７９点 ３ 

可 Ｃ ５９点以下 ２ 

 

（３）健康 

   健康上の事由により修学上支障があるか否かを基準として、次のいずれかにより判定

し、修学上支障のない者を選考するものとする。なお、身体に障害のある者についても、

修学上支障がなければ選考して差し支えない。 

  ア 定期健康診断による場合 

    学校保健法による定期健康診断の結果により医師が修学上支障がないと判断した者。 

  イ 医師の健康診断による場合 

    前記アの健康診断によることができないときは、医師が健康診断を行い、その結果

を奨学生願書「健康診断」欄に医師が書入する。 

   医師が、就学につき「注意」の判定をした場合は、医師の今後の指導方針、その他

の注意事項を「所見」欄にあわせて記入する。 

 

（４）家計 

   世帯人員の認定、総所得金額の認定及び収入基準額の適用については、次の要領によ

る。 

①  家計の判定 

   認定総所得金額が収入基準額以下の場合に、対象とする。 

   総所得金額 － 特別控除額   ＝ 認定総所得金額 ≦ 収入基準額 

 

 



 

②  世帯人員の認定 

   本人の属する世帯とは、同居・別居を問わず、本人と生計を一にする家族の世帯をい

う。世帯人員の認定は次による。 

  ア 同一の住居に居住している家族は、原則として同一世帯員とする。ただし、家事使

用人は除く。 

  イ 次の場合は、同一の住居に居住していなくとも、同一世帯員とする。 

  （ア）父母または父母に準じて家計を支えている者が、出稼ぎまたは勤務地の関係で別

居しているとき。 

  （イ）就学または、病気療養のため一時別居しているとき。 

  （ウ）その他（ア）または（イ）のいずれかと同様の状態にあるとき。 

③ 認定総所得金額等 

  ア 総所得金額 

    本人の属する世帯の金銭、物品などの１年間の総収入金額から必要経費を控除した

金額をいう。その算出は、本人の属する世帯員の所得について、所得の種類別に、次

の④により算出した金額を合計するものとする。 

  イ 特別控除額 

    前記アの総所得金額から控除することを認められている金額をいう。その算出は、

別表第２・３によるが、適用については「⑥特別控除額算定上の注意」を参照する。 

  ウ 認定総所得金額 

    前記アからイを控除した残りの金額（万円未満切り捨て）を総所得金額とみなすこ

とができる。これを認定総所得金額という。 

 

④ 所得金額の算定 

  ア 給与所得 

    俸給、給料、賃金、事業主報酬、役員報酬、歳費、賞与及び専従者給与（専従者控

除分も含む。）並びにこれらの性質を有する給与等（年金「恩給・老齢年金・遺族年金

等を含む。」、扶助料、傷病手当等を含む。）の収入金額（源泉徴収票等にいう「支払金

額」）を基にして、次の計算式によって得た金額を所得金額とする。 

   給与所得の計算式（高等学校等） 

   （ア）収入金額が４００万円以下 

       収入金額×０．８－２６３万円＝所得金額 

   （イ）収入金額が４００万円超８７８万円以下 

       収入金額×０．７－２２３万円＝所得金額 

   （ウ）収入金額が８７９万円超 

       収入金額－４８６万円＝所得金額 

   給与所得の計算式（大学等） 

   （ア）収入金額が４００万円以下 

       収入金額×０．８－２１４万円＝所得金額 

   （イ）収入金額が４００万円超７８１万円以下 

       収入金額×０．７－１７４万円＝所得金額 

 



 

   （ウ）収入金額が７８１万円超 

       収入金額－４０８万円＝所得金額 

（注）・ 収入金額及び所得金額は、万円未満を切捨てて適用する。 

       ・ 給与所得者が２人以上いる場合、この計算は各人別に行う。 

       ・ 同一人で２以上の収入があって、いずれも給与所得の場合は、収入金額を

合算してから所得金額を算出する。ただし、プラスとマイナスの所得金額を

相殺することはできない。マイナスの所得は０として扱う。 

       ・ 同一人で２以上の収入があって、給与所得と給与以外の所得の場合は、

給与所得についてのみ上記計算式により所得金額を算出する。 

  イ 事業（商業・工業・林業・水産業）所得 

    年間売上高から必要経費として売上品原価と営業経費とを差し引いた営業利益   

（税込）を所得金額とする。 

    なお、売上品原価には、仕入れ分のうち、在庫として残っている分（棚卸資産は含

まない。また、営業経費とは、雇人費、減価償却費、業務にかかる公租公課等収入金

額を得るための必要経費をいう。 

  ウ 農業所得 

    農産物の種類別に総収量を算出し、この総収量に販売価格を乗じてそれぞれの収入

金額（粗収入）を算出する。このほか養蚕・牛・馬・豚・鶏等農作物以外の収入及び

副業がある場合は、その収入金額を算出し、これから必要経費として、肥料・種苗・

蚕種・家畜・家きんの飼料、動力機の燃料等の購入費を差し引いたものを所得金額と

する。この所得金額には、自家消費分も販売価格で換算し含めるものとする。 

  エ その他の所得 

    ア・イ・ウ等以外の職業（開業医・弁護士・公認会計士・税理士・僧侶・大工・左

官等）によって収入を得ている場合及び利子・配当・家賃・間代・地代・内職収入・

親戚知人等からの援助等の収入の場合、その収入を収入金額として収入を得るための

必要経費を差し引いたものを所得金額とする。 

  オ 臨時的な所得 

    退職金、退職一時金、資産の譲渡による所得及び山林所得のようにその年、そのと

き限りの収入は所得金額に含めない。ただし、次の場合は所得金額とする。 

  （ア）山林所得 これによって経常的に生計を得ているとき 

  （イ）株式等の有価証券の譲渡 これによって経常的に所得があると認められるとき 

    以上（ア）、（イ）以外でも特にその所得金額が相当多額であって子弟の修学にさし

たる困難がないと予想されるとき。 

⑤ 所得金額算定上の注意 

  ア 所得金額の算定は、出願時現在で行い、出願時の月を最終月とする過去１カ年の収

入金額を基礎として算定する。ただし、前年分の所得金額を参考として算定すること

ができる。 

  イ 本人が奨学生願書に記載した所得金額は、所得証明によることが多いが、実際の所

得金額と相当の開きがあると思われる場合は、所得の実態を調査し、妥当な所得金額

の認定に努める。その結果、その額を訂正するときは朱書きする。 

 



 

  ウ 年の途中で就職・転職（開業・転業等を含む。）した場合は、出願時現在の職業の月

収及び賞与等を考慮のうえ年間所得金額を推算する。 

  エ 過去１カ年に収入のあった者が出願時現在死亡または転出（生計を一にしなくなっ

ている場合）している場合は、その者の死亡または転出前の所得については、例えば、

商業・工業・林業・水産業及び農業所得のように、その世帯としての生産手段による

収入が引き続きある場合は、その世帯の総所得金額に算入し、給与所得者等のように、

その世帯として、その収入が得られなくなっているときは、世帯の総所得金額には算

入しない。 

  オ 出願時現在失業している場合は、過去１カ年に収入があっても、失業前の職業   

による収入は、総所得金額に算入しない。 

    ただし、失業前の職業及び月収、失業の年月日及び理由、現在の生活費の出所   

及び月額、健康状態、就職の見通し等を別紙として添付する。 

  カ 過去１カ年に生産手段（田・畑・店舗等）に被害を受けたため収入が減少しても被

害がなかったものと仮定して、所得金額を算定する。 

   （⑥の「特別控除額算定上の注意」参照） 

  キ 就学者（本人を含む。）の収入（勤労が定職のもの。）は、総所得金額に算入する。 

    定職とは、勤務の条件が常勤で定給を得ているものをいう。 

  ク 各世帯員の年収額の１万円未満は切り捨てる。 

⑥ 特別控除額算定上の注意 

   総所得金額から控除できる特別控除額は、推薦基準別表第２・３の特別控除額表によ

るが、それぞれ該当する事情を下記により認定のうえ適用する。 

   なお、特別控除の適用については、出願時の状態で行うものとする。 

  ア 「母子・父子世帯」の控除は、世帯の構成が次に該当する場合とする。 

  （ア）母又は父と就学などにより経済力のない子の世帯。 

  （イ）母又は父と就学などにより経済力のない子及び６０歳以上で前年の所得（給与所

得控除後の金額、以下同じ）金額５０万円以下の祖父母の世帯。 

  （ウ）就学などにより経済力のない子だけの世帯。 

  （エ）就学などにより経済力のない子及び６０歳以上で前年の所得金額５０万円以下の

祖父母の世帯。 

  （オ）配偶者のいない兄弟と就学などにより経済力のない子の世帯。 

  （カ）配偶者のいない兄弟と就学などにより経済力のない子及び６０歳以上で前年の所

得金額５０万円以下の祖父母の世帯。 

イ 「就学者」の控除 

  （ア）小学校・中学校以外については、設置者（国・公・私立）別、通学形態（自宅・

自宅外）別に控除するものとする。 

  （イ）専修学校高等課程及び専門課程に在学している生徒は控除の対象となるが、専修

学校一般課程に在学している生徒及び各種学校（予備校等）に在学している者につ

いては控除の対象としない。 

  ウ 身体障害者とは 

    身体障害者手帳を所持している者とする。 

 



 

  エ 長期療養者とは 

    出願時現在において６カ月以上療養中の者、又は療養が必要と認められる者とする。 

    控除額は、出願時までの支出金額を基礎として、今後の療養見込期間を考慮して年

間の療養期間に見合った支出金額を算出する。 

  オ 「主たる家計支持者が別居している世帯」の控除 

    別居のため特別に支出している金額とし、原則として住居費、光熱費等の実費に限

られる。 

（注）別居している主たる家計支持者の所得は、世帯へ送金してくる金額を計上するので

はなく所得金額を全てその世帯の収入として計上し、別居のため特別に支出してい

る金額のみを改めて控除する。もちろん家族への扶助送金は、控除の対象とならな

い。 

  カ 「火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯」の控除 

    平成２５年から出願時までに被害を受けたため、２年以上にわたり著しく困窮状態

に置かれると認められる場合のみに限る。なお、保険・損害賠償等により補填された

場合は控除の対象とならない。 

⑦ 家計判断上の注意 

   総所得金額は、証明書等によって算定されることが多いが、家計の実情や業種の所在、

経営方法等により大きな差異があり、実際の収入と相当の開きがあり学資負担能力を正

しく反映するとも限らないので、家計判断に当たっては均衡を得た判断をするよう注意

する。 

⑧ 世帯人員、総所得金額、特別控除額等の調査 

  上記については、証明書類、出身学校からの内申書、入学時の身上調査表等によるほ

か、面接を行い個々の事情を調査する。 

   なお、収入等についての証明書は、次のものを願書と共に提出する。 

  ア 課税証明書（市税務課発行のもの） 

    この証明書は、前年分を原則とする。 

  イ 源泉徴収票（事業所発行のもの） 

    給与所得について必要がある場合ア以外に提出させる。 

  ウ 農地面積の証明書（市農業委員会発行のもの） 

    農業所得について必要がある場合ア以外に提出させる。 

  エ 住民票またはこれに代わるもの 

    世帯人員について確認を要する場合提出させる。 

  オ その他の証明書 

    生活保護世帯、長期療養者のいる世帯、災害を受けた世帯、その他特に理由を明ら

かにする必要がある場合は、各関係機関等より証明書を提出させる。 

 

４ 選考 

  選考にあたっては、人物、学力、健康及び家計の基準の各項目の総合判定により適格者

を選考するが、特に家計に重点を置くようにする。 

 

 



 

別表第１ 

                          収入基準額表（世帯人員別） 

 

   区  分 

 

        高等学校等 

 

        大学等 

 

 世 

 帯 

 人 

 員 

 

 
 

   １ 人 

   ２ 人 

   ３ 人 

   ４ 人 

   ５ 人 

   ６ 人 

   ７ 人 
 

    １、２９０、０００ 円 

    ２、０６０、０００ 円 

    ２、３８０、０００ 円 

    ２、５７０、０００ 円 

    ２、７６０、０００ 円 

    ２、９３０、０００ 円 

    ３、０７０、０００ 円 
 

    １、３９０、０００ 円 

    １、９８０、０００ 円 

    ２、１２０、０００ 円 

    ２、２９０、０００ 円 

    ２、３９０、０００ 円 

    ２、５００、０００ 円 

    ２、６２０、０００ 円 
 

備考 世帯人員が７人を超える場合は、１人増すごとに高等学校等１４０、０００円、大

学等１２０、０００円を、世帯人員７人の収入基準額に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別表第２ 
                             特別控除額表（高等学校等） 

    

特別の事情 特別控除額 

１ 母子・父子世帯                       49万円 

２ 

就学者のいる世帯 
 

（児童・生徒・ 

学生1人につき) 

※本人も控除しま

す。 

小学校                   9万円 

中学校                   17万円 

  自宅通学 自宅外通学 

高 等 学 校 

国・公立   31万円   53万円 

私  立   45万円   66万円 

高等専門学校 

国・公立 

1～3年   28万円   50万円 

4～5年   40万円   62万円 

私立 

1～3年   54万円   76万円 

4～5年   66万円   88万円 

大    学 

国・公立   67万円   116万円 

私  立  111万円   159万円 

専修学校 

高等 
課程 

国・公立    19万円   30万円 

私  立   41万円   51万円 

専門 
課程 

国・公立   25万円   71万円 

私  立   79万円  123万円 

３ 
障がい者のいる世
帯 

障がいのある人１人につき             99万円 

４ 
長期療養者のいる
世帯 

 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 

５ 

主たる家計支持者
が別居している世
帯（父母の1人でも
別居した場合は対
象） 

 別居のために支出している年間金額 
ただし、71万円を限度とする。 

６ 
火災・風水害・盗難
等の被害を受けた
世帯 

日常生活を営むために必要な資材、あるいは生活費を得るための基
本的な生産手段（田・畑・店舗等）に被害があって、将来長期にわ
たって、支出増又は収入減になると認められる年間金額 

 
 



 

別表第３ 
 
                                 特別控除額表（大学等） 
 
（ア）貸与を受ける本人を対象とする控除 
 

奨学金の貸与を受ける本人 
控除額 

 自宅通学 自宅外通学 

１ 
大学に在学している場
合 

国・公立 
23万円に授業料 
年額を加えた額 

70万円に授業料年
額を加えた額 

私  立 
37万円に授業料 
年額を加えた額 

84万円に授業料年
額を加えた額 

２ 
専修学校の専門課程に
在学している場合 

国・公立 
19万円に授業料 
年額を加えた額 

64万円に授業料年
額を加えた額 

私  立 
41万円に授業料 
年額を加えた額 

86万円に授業料年
額を加えた額 

 
（イ）世帯を対象とする控除  
 

特別の事情 特別控除額 

１ 母子・父子世帯                       99万円 

２ 

就学者のいる世帯 

（貸与を受ける本

人を除く児童・生

徒・学生1人につき） 

 

 

小学校                   31万円 

中学校                   46万円 

  自宅通学 自宅外通学 

高 等 学 校 
国・公立   39万円   69万円 

私  立   88万円   118万円 

高等専門学校 

国・公立 
1～3年   39万円   69万円 

4～5年   43万円   72万円 

私立 
1～3年   88万円  118万円 

4～5年   87万円  116万円 

大    学 
国・公立   74万円   121万円 

私  立  133万円   180万円 

専修学校 

高等 
課程 

国・公立   39万円   69万円 

私  立   88万円  118万円 

専門 
課程 

国・公立   36万円   81万円 

私  立  102万円  147万円 

３ 
障がい者のいる世
帯 

障がいのある人１人につき            99万円 

４ 
長期療養者のいる
世帯 

 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 

５ 

主たる家計支持者
が別居している世
帯（父母の1人でも
別居した場合は対
象） 

 別居のために支出している年間金額 
ただし、71万円を限度とする。 

６ 
火災・風水害・盗難
等の被害を受けた
世帯 

日常生活を営むために必要な資材、あるいは生活費を得るための基
本的な生産手段（田・畑・店舗等）に被害があって、将来長期にわ
たって、支出増又は収入減になると認められる年間金額 

 
 

 
 



 

備考 

・ (ア)の表の「授業料年額」には、入学金や施設整備費等は含みません。 

・ (イ)の表において、該当する理由が複数ある場合は、それらの特別控除額を合計して控除する

ことができます。 

・ 出願時において、貸与を受ける本人を含め子供（（イ）の表 2に掲げる学校に在学中の者又は 20

歳未満の未就業者）の数が 2人を超える世帯は、その超える人数 1人につき、（ア）の表による

控除額に 50万円を加えた額をさらに控除できることとします。 

 

 

 


